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臨時休業期間の設定について 

 

保護者の皆様におかれましては、日頃より本町の学校教育にご理解・ご支援を賜り、感謝

申し上げます。 

さて、嘉手納町内におきましてもコロナウイルスの感染拡大がみられ、先月末からは児童

生徒の感染者も増加している状況があり、強い危機感を抱かざるを得ない現状となってお

ります。 

そこで、当初、一学期後半の授業開始日を８月１６日（月）としておりましたが、学校内

（幼稚園内）での感染拡大を防ぎ幼児・児童・生徒の健康、安全を守るため、２週間程度臨

時休業期間を設定する必要があると判断し、８月３１日（火）から学校（幼稚園）を開始す

ることと致しました（下記参照）。 

保護者の皆様には、ご不便・ご心配をおかけ致しますが、児童生徒の間に感染者が増えて

いる状況をご理解いただき、また、家庭内における感染防止対策にもご協力くださいますよ

うお願い致します。 

尚、８月１６日（月）は児童生徒の健康観察や臨時休業期間に係る学習課題の配布、安全

指導等を行うため、通常通りの登校（給食はなく午前中の下校となります）と致します。詳

細につきましては各学校からのじんじんメールやホームページ等をご確認下さい。 

 

記 

 

◎臨時休業期間に伴う日程について 

 

 ８月１６日（月） 通常通り登校（給食なし。午前中の下校） 

 ８月１７日（火）～８月３０日（月） 臨時休業期間 

 ８月３１日（火） 一学期後半開始 

 

 

 ※臨時休業期間の設定に伴い、秋季休業・冬期休業・学年末休業等の期間に変更が生じま

すが、決定次第お知らせ致します。 


